別記様式第3号（第6条関係）
北環境指令第　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　様

北見市長　　　　　　　　㊞　　

北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった標記の補助金については、北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則第６条第１項の規定に基づき審査した結果、下記のとおり補助することに決定したので通知します。

記

１　申請に基づく補助金の交付予定額は、金　　　　　　　　円です。ただし、工事完了後の審査結果に基づき別途補助金の額を確定し通知します。
２　補助金の交付の条件
(１)　合併処理浄化槽の設置工事（以下「設置工事」という。）は、北見市合併処理浄化槽設置整備事業浄化槽工事指定業者規則（平成18年規則第125号）の規定により指定する北見市合併処理浄化槽設置整備事業浄化槽工事指定業者に施工させること。
(２)　浄化槽法（昭和58年法律第43号）第５条第１項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項に基づく確認を受けて、合併処理浄化槽を設置すること。
(３)　合併処理浄化槽本体の前後のおおむね１メートル以内に、それぞれ１個ずつを設置すること。
(４)　市に登録している合併処理浄化槽の維持管理を目的に組織された組合に加入し、合併処理浄化槽の維持管理を適切に行うこと。
３　次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
(１)　虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合
(２)　補助金を交付することが不適当であると認められる事実があった場合
(３)　補助金の交付の条件又は北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則に違反する行為があった場合
(４)　　　年３月31日までに設置工事が完了しなかった場合
　４　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行規則を遵守すること。
